
○京都市市民参加推進条例 

平成１５年６月６日 

条例第２号 

（審議会等の会議の公開） 

第７条 審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体（以下「審議会等」という。）

の会議は，公開しなければならない。ただし，会議を公開することにより非公開情報（京

都市情報公開条例第７条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。）が公になる場合そ

の他別に定める場合は，この限りでない。 

２ 審議会等の会議を招集する者は，当該会議の期日までに相当な期間を置いて，当該会

議について，開催する日時及び場所，議題，傍聴の可否その他必要と認める事項を公表

しなければならない。ただし，緊急を要するとき，又はこれらの事項を公表することに

より非公開情報が公になるときは，この限りでない。 

３ 第１項の規定により公開した会議については，会議録を作成し，これを公表しなけれ

ばならない。 

（委員の選任） 

第８条 市長その他の執行機関，公営企業管理者及び消防長（以下「市長等」という。）

は，審議会等の委員を委嘱するに当たっては，民意を適切に反映させるため，多様な人

材を登用しなければならない。 

２ 市長等は，審議会等の委員を委嘱するに当たっては，市民の市政への参加意欲を高め

るとともに，審議会等の会議において広く市民の意見が反映されるよう，委員の一部を

公募により選任するよう努めなければならない。 
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